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県では、森川海のつながりや人との関わりの重要性についての普及啓発、
さらにはその地域で暮らす人々の営みや地域外との交流を広げる自発の地域
づくりを推進しています。

この条例は、水源地としての森林はもとより、そこで暮らす人々の営みも
含めた「山」を守り育てていくことを目指しているため、この名称（案）と
しています。

佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例（仮称）（案）

の概要

条例の名称（案）に込めた想い

資料６

○県民一人一人が森林の大切さや、森川海のつながりと人との関わりの重要性について認識が必要
○全ての県民に恩恵をもたらす山を守り育てることが必要
○条例制定により、土地取引に係る事前届出制度を導入し、県が土地所有者に対し必要な助言を行うことで、森林の
無断開発や土砂災害を未然に防ぐ
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１ 条 例 制 定 理 由

条例制定のきっかけ

○あらゆる生命の源である水は、安心安全な県民生活や、佐賀の豊かな自然を未来へつなげていく上で不可欠
○近年、気候変動による集中豪雨の頻発化・激甚化や、全国での利用目的が明らかでない森林の売買などが発生し
ている状況の中、水資源の枯渇、土砂災害の発生、安全保障への影響を懸念

現行の森林法による手続き

○所有者届出制度は事後届出であり、無許可で開発等がされると平野部に比べて覚知が困難
○土地取引の事前把握ができないため、規制を無視した開発が行われ、住民の安全な生活が脅かされる事例も存在

条例制定の趣旨
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■土地所有権等の移転等の届出

 氏名、住所

 土地の所在、面積

 権利の種別、契約締結予定日

 売買後の利用目的 など

■対象区域

 「山の保全区域」として知事が指定

した区域

条例の施行予定日 令和8年４月１日：定義・理念・責務等 令和８年１０月1日：届出義務
条例の提案予定時期 令和8年2月議会

２ 条例の主なポイント

３ 条例の施行日など

■届出の窓口
 土地が所在する市町

■勧告
 届出義務違反、虚偽報告、立入拒否など

■公表
 勧告に従わなかったとき

■罰則
 過料5万円（届出義務違反、虚偽報告、立入拒否など）

森林の土地取引にかかる事前届出の義務化
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４ 手 続 の 流 れ

②事後届出

市町

③届出内容確認

県
森林所有者
（買い手）

森林売却者
（売り手）

④情報共有
（年1回）

①契約

所有者
情報のみ

こ
れ
ま
で

こ
れ
か
ら

②受付窓口

①事前届出

市町

④届出内容
確認

県

⑥適切な土地利用が図られるよう助言

森林所有者
（売り手）

森林購入
予定者
（買い手）

⑤情報提供

⑨契約

⑧必要に応じて助言

⑦助言内容
の伝達

③送付

利用目的
も記載

②事後届出

市町

③届出内容確認

県
森林所有者
（買い手）

森林売却者
（売り手）

④情報共有
（年1回）

①契約

所有者
情報のみ

森林法による事後届出

森林法による事後届出

（事前届出なし）

県条例による事前届出



 土地取引前に適切な森林伐採や、開発目的に則した関係法令の規制や手続き等について助言する
ことで、違法な森林伐採や無秩序な開発を抑制することができます。
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 森林を伐採する場合は、市町が定めている計画（市町村森林整備

計画）に基づき適正に行うこと。

 開発を行う場合は、以下４点に十分留意すること。

 開発目的に則した関係法令の規制や手続きなどを助言

１ 災害を防ぐ働き

 周辺に土砂の流出や崩壊、その他の
災害を発生させる恐れがないこと

災害を防止するた
めの工法や施設の
設置など

２ 水害を防ぐ働き

 流域内に水害を発生させる恐れが
ないこと

洪水を調節する
ための施設の設
置など

３ 水を育む働き

 地域の水量・水質などに影響を与え、
水の確保に支障をきたす恐れがないこと

水量を確保したり、
水質の悪化を防ぐた
めの施設の設置など

４ 環境を守る働き

 周辺の環境や景観を悪化させる恐れ
がないこと

残す森林の割合
や配置など

助言内容

５ 助 言 に よ り 期 待 さ れ る 効 果

 それぞれの関係法令に基づき規制や指導等が行われ、

適切な土地利用が図られる。

空気をきれいに

生き物のすみか

木材を生産

がけくずれや
山くずれを防ぐ

人々の
いこいの場

水をたくわえる

騒音や風を防ぐ

海をゆたかに

効果

佐賀の豊かな山を
未来へ・・・

協力：林野庁北海道森林管理局、作成：平田美紗子等

出典：林地開発許可制度パンフレット（一般社団法人 全国林業改良普及協会）


